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　　　　告　　　示（第288号︲第292号）

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………１

○道路の供用の開始� （道路維持課）……………１

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………１

○道路の区域の変更� （道路維持課）……………２

○堤防と道路との兼用工作物の管理� （河　川　課）……………２

　　　　公　　　告

○第40期福岡県労働委員会の補欠の使用者委員候補者の推薦

� （労働政策課）……………３

○大規模小売店舗立地法第６条第５項の規定に基づく届出

� （中小企業振興課）……………３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

� （中小企業振興課）……………３

○落札者等の公示� （警察本部施設課）……………４

○落札者等の公示� （警察本部施設課）……………４

○落札者等の公示� （警察本部施設課）……………４

○落札者等の公示� （警察本部施設課）……………５

○落札者等の公示� （警察本部施設課）……………５

　福岡県告示第288号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第289号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平成

29年４月４日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第290号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

目　　　次

告　　　示

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

福岡 県道
福　岡
早　良��線
大野城

前

糸島市高来寺229番１先
から
糸島市大門705番１先ま
で

13.0
～
34.9

727.1

後

糸島市高来寺229番１先
から
糸島市大門705番１先ま
で

13.0
～
34.9

727.1

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

福岡
福　岡
早　良��線
大野城

糸島市高来寺202番先から
糸島市大門705番１先まで
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2 　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第291号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第292号

　河川法（昭和39年法律第167号）第17条第１項の規定に基づく堤防と道路との兼用工

作物の管理の方法に係る協議が成立したので、同条第２項の規定により次のとおり、公

示する。

　その関係図書は、福岡県県土整備部河川課及び福岡県北九州土整備事務所に備え置い

て縦覧に供する。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　河川の名称

　　紫川水系東谷川

２　河川管理施設の名称又は種類

　　左岸堤防

３　河川管理施設の位置

北九州市小倉南区大字高津尾554番４地先から

北九州市小倉南区大字高津尾560番３地先まで

４　管理を行う者の名称及び所在地並びに代表者の氏名

名称　　　道路管理者　北九州市

代表者　　北九州市長　北橋　健治

５　管理の内容

⑴　道路専用施設（路面（路盤までの部分含む。）路肩、道路の附属物その他のもっ

ぱら道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）の新設（道路の附属

物に係るものに限る。）改築、維持又は修繕

⑵　路肩に接する法面で、当該路肩から法長１メートルまでの範囲内にあるものにつ

いての維持

⑶　原則として道路専用施設に係る災害復旧

６　管理の期間

　　告示の日から道路の存続する日まで

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

福岡 県道
福　岡
志　摩��線
前　原

前

糸島市志摩野北998番１
先から
糸島市志摩野北995番１
先まで

7.4
～
10.0

19.2

後

糸島市志摩野北998番１
先から
糸島市志摩野北995番１
先まで

11.5
～
18.4

19.2

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

南筑後 一般国
道 443 号

前

みやま市瀬高町下庄2002
番６先から
みやま市瀬高町小川1142
番１先まで

11.8
～
36.1

211.0

後

みやま市瀬高町下庄2002
番６先から
みやま市瀬高町小川1142
番１先まで

11.8
～
36.1

211.0
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　公告

　第40期福岡県労働委員会の補欠の使用者委員候補者の推薦について、労働組合法施行

令（昭和24年政令第231号）第21条第１項の規定に基づき、使用者団体に対し次に定める

ところにより候補者の推薦を求める。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　推薦資格を有する使用者団体

使用者委員候補者の推薦資格を有する使用者団体は、福岡県の区域内のみに組織を

有し、かつ、労働問題を取り扱うことが主な目的であるか、又は業務の主な部分を占

めている使用者団体であること。

２　被推薦者の資格

労働組合法（昭和24年法律第174号）第19条の４第１項に規定する欠格条項に該当し

ない者であること。

３　提出書類

　⑴　推薦書　２部

　⑵　使用者委員候補者調書　２部

　⑶　当該団体の規約、定款又は寄附行為の写し　２部

　⑷　福岡県労働委員会委員に就任することについての被推薦者の内諾書　２部

４　推薦期間

⑴　平成29年４月４日（火）から同月14日（金）まで

⑵　推薦書類を持参する場合は、期間中の県の休日を除く毎日午前９時から午後５時

までに提出すること。郵送する場合は、期間内必着のこと。

５　推薦書類の提出先

福岡県福祉労働部労働局労働政策課（〒812―8577　福岡市博多区東公園７番７号

。以下「労働政策課」という。）へ提出すること。

６　その他

　　推薦についての問合せは、労働政策課に行うこと。

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ケーズデンキ古賀店

　⑵　所在地　古賀市舞の里三丁目14－12、14－１の一部

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成29年３月17日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　福岡プラザ

　⑵　所在地　糟屋郡久山町大字久原3256、3242　外

公　　　告
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4 　　平成29年２月３日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称

　　福岡自動車運転免許試験場庁舎清掃業務

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部施設課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成29年３月15日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　キョウワプロテック株式会社福岡事業所

　⑵　住所

　　　福岡市中央区春吉３－21－18

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　128,520,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成29年２月３日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

３　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　公告

　落札業者等について、次のとおり公告します。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称

　　福岡県警察本部庁舎清掃業務

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部施設課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

　　平成29年３月15日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社セイビ九州

　⑵　住所

　　　福岡県福岡市博多区博多駅前１－19－３

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　286,200,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

変更前 変更後

出入口の数 出入口の数

３ ２
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5
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部施設課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成29年３月15日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社旭商会

　⑵　住所

　　　福岡市中央区天神１－11－17

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　92,340,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成29年２月３日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称

　　筑後自動車運転免許試験場庁舎清掃業務

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部施設課

　⑵　所在地

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称

　　北九州自動車運転免許試験場庁舎清掃業務

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部施設課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成29年３月15日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社ケンビ

　⑵　住所

　　　北九州市戸畑区沖台１－３－８

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　59,400,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成29年２月３日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成29年４月４日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称

　　筑豊自動車運転免許試験場庁舎清掃業務
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6 　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成29年３月17日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　総合システム管理株式会社

　⑵　住所

　　　福岡市博多区博多駅前１－15－20

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　58,320,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成29年２月３日


